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○伊予市庁舎等基本計画策定審議会条例 

平成23年６月30日条例第18号 

 

（設置） 

第１条 伊予市総合計画実施計画に掲げる本庁舎、図書館及び文化ホール（以下「庁舎等」

という。）の建設に係る基本計画の策定に関し、調査及び審議を行うため、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、伊予市庁舎等基本計画策定

審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、庁舎等の建築設計の基礎となる基本計画の策定に

関し、調査及び審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員18人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が

委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 公共的団体等の代表者 

(３) 公募による市民 

(４) その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、任期満了までに当該諮問に係る審議が終了

したときは、解嘱されるものとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上の出席で成立し、議事は、出席委員の過半数で決す

るものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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（意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、又

は資料の提出を求めることができる。 

（分科会） 

第８条 審議会に、必要に応じ分科会を置くことができる。 

２ 分科会に属する委員（以下「分科会委員」という。）は、会長が指名する。 

３ 分科会に分科会長１人を置き、分科会委員の互選によりこれを定める。 

４ 分科会長は、分科会の事務を掌理し、分科会の審議の状況及び結果を会長に報告する。 

５ 分科会長に事故があるときは、分科会委員のうちから分科会長があらかじめ指名する

者が、その職務を代理する。 

６ 第６条の規定は、分科会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議

会」とあるのは「分科会」と、「会長」とあるのは「分科会長」と、「委員」とあるの

は「分科会委員」と読み替えるものとする。 

７ 審議会は、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

（その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○伊予市自治基本条例 

平成21年９月25日条例第34号 

 

（前文） 

私たちのまちは、平成17年４月１日に伊予市、中山町、双海町の１市２町が合併して、

愛媛県の旧国名「伊予」という美しい郷土の名称を受け継いだ新しい「伊予市」として誕

生しました。 

愛媛県のほぼ中央に位置し、四国山地の緑豊かな山々とおだやかで美しい瀬戸内海に面

した好条件の下、古くから開けたこの地域は、先人の英知と努力によって豊かな自然が守

られ、政治、経済、文化の要所として発展してきました。 

今、私たちには、恵まれた自然環境と歴史、文化を継承、発展させ、すべての市民が安

心して快適に生活できるよう自治体のあり方を見直し、市民、市議会及び執行機関が協働

して、時代に即した地域社会を形成することが求められています。 

そして、少子高齢化が進展し生活環境が激変する中、市民一人ひとりが、これまで以上

に自治の主体としての責務を自覚し、「自らの地域は自らの手で築き上げる」という意思

と責任を明確にするとともに、市民自らが考え、共に助け合い、行動する住民自治のまち

づくりを推進していかなければなりません。 

ここに、伊予市の目指す住民自治の理念や基本的な仕組みを明らかにし、参画と協働の

まちづくりを進めるためにこの条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、伊予市の自治の基本理念及び基本原則を定めることにより、自治の

進展を図り、将来にわたって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的と

する。 

（最高規範性） 

第２条 この条例は、自治の基本的事項について伊予市が定める最高規範であり、他の条

例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例における用語の意義は、次に定めるとおりとする。 
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用語 左記用語の意義 

市民 
市内に居住する者、市内に勤務する者、市内に通学する者、市内で事業

を営むもの、市内で活動するもの 

執行機関 
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員

会及び固定資産評価審査委員会 

参画 
市民が、行政施策の立案、実施及び評価までの過程に主体的に参加する

こと。 

協働 
市民、市議会及び執行機関が、共通の目的を実現するため、互いの自主

性を尊重し、対等な立場で相互に補完し協力すること。 

（自治の基本理念） 

第４条 前文及び第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げることを本市の自治の基

本理念とする。 

(１) 市民一人ひとりが手を取り合い、市民及び地域が自らの役割と責任のもと、地域

の課題の解決に取り組み、地域の活性化に努めること。 

(２) 多様な地域特性を生かした、持続可能なまちづくりに努めること。 

(３) 市民、市議会及び執行機関が、相互に補完しながら協働して市政を進めること。 

(４) 情報共有と市民の参画により、積極的に行財政改革に努めること。 

第２章 市民の権利並びに市民、市議会及び執行機関の責務 

（市民の権利） 

第５条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利

を有する。 

２ 市民は、執行機関が実施するまちづくりの政策形成過程へ参画する権利を有する。 

３ 市民は、執行機関及び市議会に対し情報を求める権利を有する。 

４ 市民は、市政に関し意見を表明し、又は提案する権利を有する。 

５ 市民は、執行機関が行う公共サービスを平等に受ける権利を有する。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、自治の主体であることを認識し、その発言と行動に責任をもち、市政に

積極的に参画することにより、自らまちづくりに取り組むよう努めなければならない。 

２ 市民は、市政に関する認識を深め、執行機関と協働することにより、地域社会の発展
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に寄与するよう努めなければならない。 

（市議会の権能と責務） 

第７条 市議会は、市の議決機関として、広範な意見の聴取に努めるとともに、市政運営

を監視し、公平及び公正で透明性の高い市政が実現されるよう努めなければならない。 

２ 市議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を市民と共有し、開かれた

議会運営に努める。 

（市議会議員の責務） 

第８条 市議会議員は、政策の提案及び自治立法に関する活動に努めるとともに、市民の

信頼に応え、市民のために誠実に職務を行うよう努めなければならない。 

（市長の責務） 

第９条 市長は、市の代表として、この条例に定める自治の基本理念を実現するために必

要な市政運営の方針を明らかにし、適正かつ効果的な市政運営を行わなければならない。 

２ 市長は、行政活動の目的と活動内容等の公開により、市民と情報を共有し、透明性の

確保に努めなければならない。 

３ 市長は、毎年度、市政運営の状況を市民及び市議会に説明しなければならない。 

４ 市長は、適正な組織管理を遂行するとともに、職員の人材育成を図り、政策形成能力

など職員の能力の向上に資するよう努めなければならない。 

（市長を除く執行機関の責務） 

第10条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて、市長と同様の責務を負い、市長その

他の執行機関と協力して市政の適正な執行に当たらなければならない。 

（市職員の責務） 

第11条 市職員は、職務遂行のために必要な知識及び能力の修得とその向上に努め、全体

の奉仕者として、誠実に職務を行わなければならない。 

第３章 市政運営の原則 

（総合計画） 

第12条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想及びこれを実現する

ための基本計画（以下「総合計画」という。）を、自治の基本理念にのっとり策定する

ものとする。 

２ 執行機関は、総合計画の進行管理を的確に行うものとする。 

３ 執行機関は、行政分野ごとの計画については、総合計画に即して策定するものとする。 
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（財政運営） 

第13条 執行機関は、総合計画に基づく政策目標を達成するため、財政計画に基づき、健

全で持続可能な財政運営を行わなければならない。 

２ 執行機関は、市が保有する財産を明らかにし、適正に管理するとともに効果的に活用

しなければならない。 

（行政評価） 

第14条 市は、自ら合理的、客観的かつ成果を重視した行政活動を推進するとともに、住

民の視点に立った市政運営の展開及び情報を共有することによる市民参画型の行政の推

進を図るため、行政評価を実施するものとする。 

２ 執行機関は、行政評価について、できる限り客観的な手法を用いて実施し、施策の成

果及び達成度を明らかにし、評価に基づき施策等を見直し、次年度以降の施策形成や実

施に反映させなければならない。 

（個人情報の保護） 

第15条 執行機関は、他の条例の定めるところにより、保有する個人情報の開示、訂正、

利用停止等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護しなけれ

ばならない。 

２ 執行機関は、取得した個人情報に関しては、厳重にこれを管理し、原則として本人以

外に開示してはならない。 

（説明責任） 

第16条 執行機関は、政策の立案、実施及び評価に至る過程において、その経過、内容、

効果等について市民にわかりやすく説明する責任を果たさなければならない。 

（外郭団体等） 

第17条 執行機関は、市の出資団体に対して、適切な情報公開及び個人情報の保護が行わ

れるとともに、市の出資した目的が効果的かつ効率的に達成できるよう、必要な支援及

び要請を行うことができる。 

２ 執行機関は、他の団体に出資又は業務の委託を行う場合は、必要な範囲で、当該団体

の業務及び財務に関する情報の開示を求めることができる。 

３ 執行機関は、補助金の交付を行った団体等による公共的なサービスの提供に関する市

民の苦情を受けた場合は、当該団体等の協力を得て、その苦情の内容を調査し、必要と

認めるときは、当該団体等に対して意見、助言等を述べることができる。 
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（意見等への対応） 

第18条 執行機関は、市民からの意見、提案について、その内容を十分に確認及び検討し、

的確かつ誠実に対応しなければならない。 

２ 執行機関は、市民からの意見、提案について的確に対応するために、その手順を定め、

適正に処理できる体制を整えなければならない。 

（危機管理） 

第19条 市は、市民、関係機関及び他の自治体等との協力、連携により、不測の事態に備

える総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めなければならない。 

第４章 参画と協働の原則 

（参画と協働） 

第20条 市民、市議会及び執行機関は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、

参画と協働によるまちづくりに取り組むものとする。 

（意見公募手続制度） 

第21条 執行機関は、次の各号に掲げる事項のうち市民生活に重要な影響を及ぼすものに

ついては、市民に当該事項に関する情報を提供し、意見を求めなければならない。 

(１) 総合計画及び各行政分野の基本事項を定める計画の策定、変更又は廃止 

(２) 市の基本事項を定める条例の制定、改正又は廃止 

(３) 事務事業の実施状況 

２ 執行機関は、前項の規定により意見を求めるときは、広報紙やホームページ等適切な

方法を選択し、市民から提示された意見に対して回答し、これを公表しなければならな

い。 

３ 前２項に規定する意見の公募に関する手続その他必要な事項については、別に定める。 

（審議会等の運営） 

第22条 執行機関は、審議会等（地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項に

規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので市が定めるものをいう。）を設置

する場合は、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めなければならない。 

２ 執行機関は、審議会等の会議及び会議録を、原則公開しなければならない。 

３ 前２項に規定する審議会等の委員の公募並びに会議及び会議録の公開に関する手続そ

の他必要な事項については、別に定める。 

（住民投票） 
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第23条 市長は、市政運営上の重要事項について、住民の意思を市政に反映するため、住

民投票を実施することができる。 

２ 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

３ 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に定める。 

第５章 住民自治 

（住民自治組織） 

第24条 市は、市民が互いに助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的とした住民自

治組織の形成を支援するものとする。この場合において、住民自治組織の福祉、環境、

防災、教育などの公共的活動に対し、必要な財政的、人的支援を行うよう努めなければ

ならない。 

２ 住民自治組織は、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、その地域の課題に

民主的に対応できるよう、その地域の住民のだれもが参加でき、かつ、自発的に組織さ

れなければならない。 

３ 住民自治組織は、その地域の課題に対応するための計画を策定し、公表しなければな

らない。 

４ 住民自治組織の形成及び運営等に関し必要な事項については、別に定める。 

（協働推進拠点） 

第25条 市は、市民、住民自治組織及び執行機関が連携し、協働を推進する拠点として、

自治支援センターを設置する。 

２ 自治支援センターは、次の各号に掲げる機能を有する。 

(１) 住民自治組織の形成を支援する機能 

(２) 住民自治組織が策定する計画づくりを支援する機能 

(３) 市民及び住民自治組織が行うまちづくりのための活動を補完する機能 

(４) 自治に関する情報を提供する機能 

３ 自治支援センターの設置及び運営に関し必要な事項については、別に定める。 

第６章 推進体制 

（参画協働推進委員会） 

第26条 市長は、この条例に定める市民の参画と協働に関する事項を調査協議するため、

市長の附属機関として、伊予市参画協働推進委員会（以下「推進委員会」という。）を

置く。 
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２ 推進委員会は、次に掲げる事項を調査協議し、その結果を市長に報告し、又は意見を

建議する。 

(１) この条例の施行状況及び実態把握に関すること。 

(２) この条例の見直しに関すること。 

(３) その他市民の参画と協働の推進に関すること。 

３ 前２項に定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定

める。 

第７章 その他 

（国及び他の地方公共団体との関係） 

第27条 市は、国及び県と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担を行い、自立

した地方自治を確立するよう努める。 

２ 市は、他の地方公共団体との共通課題又は広域課題に対応するために、相互に連携し

協力するよう努める。 

（情勢への適応） 

第28条 市長は、この条例の理念を踏まえ、条例の施行日から５年を超えない期間ごとに、

各条項が、本市にふさわしく、社会情勢に適応したものかどうか検討するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、市の施策について、将来にわたって個性豊かで活力に満

ちた地域社会を実現するために必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

この条例は、平成22年１月１日から施行する。 
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○伊予市審議会等の委員の公募並びに会議及び会議録の公開に関する規則 

平成21年12月28日規則第47号 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 委員の公募（第３条―第11条） 

第３章 会議及び会議録の公開（第12条―第16条） 

第４章 雑則（第17条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊予市自治基本条例（平成21年伊予市条例第34号。以下

「自治基本条例」という。）第22条第３項の規定に基づき、審議会等の委員

の公募並びに会議及び会議録の公開に関する手続その他必要な事項につい

て定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 審議会等 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項に

規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので市が定めるもの 

(２) 市民 自治基本条例第３条に規定する市民 

(３) 執行機関 自治基本条例第３条に規定する執行機関 

第２章 委員の公募 

（公募による委員の選任） 

第３条 執行機関は、審議会等を新たに設置し、又は審議会等の委員を改選す

るときは、次に掲げる場合を除き、委員の全部又は一部を市民からの公募に

より選任するよう努めなければならない。 

(１) 法令等で委員の資格要件が定められている場合 

(２) 専ら非公開情報を取り扱う場合 

(３) 特に専門性の高い場合 
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（公募委員の定数等） 

第４条 公募により選考される委員（以下「公募委員」という。）の定数は、

審議会等の委員数が11人以上にあっては３人以上とし、10人以下にあっては

２人以上とする。 

２ 公募委員の選定に当たっては、男女比、年齢構成等に配慮するものとする。 

（応募資格等） 

第５条 公募委員に応募することができる者は、次の各号に掲げる要件のいず

れも満たしている者とする。 

(１) 応募時に市民として１年以上経過している満20歳以上の者 

(２) 公募委員に選任される日において、本市の他の審議会等の委員に選任

されていない者 

(３) 本市を含む行政機関の職員又は本市の市議会議員でない者 

２ 前項の規定にかかわらず、審議会等の設置目的、委員の構成その他の状況

を考慮し特に必要であると認める場合は、他の条件を付し、又は条件を変更

して公募することができる。 

（募集の期間） 

第６条 公募委員の募集は、選考予定日のおおむね２か月前から行うこととし、

１か月程度の募集期間を設けるものとする。ただし、これによることのでき

ない事由がある場合は、この限りでない。 

（周知事項及び方法） 

第７条 前条の募集を行う場合の周知すべき事項は、次の各号に掲げる事項と

する。 

(１) 審議会等の名称及び概要 

(２) 応募の資格 

(３) 公募委員の人数 

(４) 委員の任期 

(５) 報酬等 

(６) 委員の職務及び年間開催予定回数 

(７) 選考の方法 

(８) 応募方法及び期間 
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(９) 審議会等を所管する課等（以下「事務局」という。）の名称及び連絡

先 

(10) 前各号に掲げるもののほか、事務局が必要と認める事項 

２ 前項の規定による周知事項は、次に掲げる方法により周知するものとする。 

(１) 募集要項（一般の閲覧に供し、又は配付するため、公募を行う審議会

等ごとに周知事項を列記したものをいう。以下同じ。）の事務局が指定す

る場所への備え付け 

(２) 募集要項の広報紙及びホームページへの掲載 

(３) その他事務局が適当と認める方法 

（応募の方法） 

第８条 公募委員に応募しようとする者は、必要な事項を記載した公募委員応

募申込書（別記様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の規定による応募方法は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 事務局への書面の持参 

(２) 郵便 

(３) ファクシミリ 

(４) 電子メール 

(５) 前各号に掲げるもののほか、事務局が必要と認める方法 

（公募による委員の選考方法等） 

第９条 公募委員の選考は、公募委員応募申込書に加え、次に掲げる方法のい

ずれかにより、又は併用して行うものとする。 

(１) 作文 

(２) その他事務局が適当と認める方法 

（選考結果の通知） 

第10条 事務局は、選考の結果を応募者全員に通知するものとする。 

（応募がなかった場合等の取扱い） 

第11条 公募を行った場合において、応募人員が公募する委員数に満たなかっ

たとき、又は前条の規定による選考の結果委員とするべき者がいなかったと

きは、公募によらず委員を選任することができるものとする。 

第３章 会議及び会議録の公開 
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（会議の公開） 

第12条 審議会等の会議は、原則これを公開しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する審議会等の会議についてはこの限りでない。 

(１) 伊予市情報公開条例（平成17年伊予市条例第17号。以下「情報公開条

例」という。）第７条第２項において公開しないものとされている情報を

取り扱う審議会等 

(２) その他公開することが適当でないと認められる審議会等 

２ 審議会等の長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは委

員全員の同意を得て会議を非公開とすることができる。 

（会議開催の事前公表） 

第13条 執行機関は、審議会等の会議のうち公開するものについて、次の各号

に掲げる事項をホームページへの掲載その他の方法によりあらかじめ公表

しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときはこ

の限りでない。 

(１) 開催日時 

(２) 開催場所 

(３) 議題 

(４) 会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）の定員及び傍聴手続 

(５) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項 

（会議の傍聴） 

第14条 市民は、審議会等の会議が非公開とされたときを除き、審議会等の会

議を傍聴することができる。 

２ 会議を傍聴する者は、会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わな

ければならない。 

（会議資料の閲覧） 

第15条 執行機関は、審議会等の会議を公開するときは、当該会議に付する会

議資料（情報公開条例第７条第２項の規定に基づき公開することができない

ものとされる情報が記載されているものを除く。）を傍聴人の閲覧に供しな

ければならない。 

（会議録の作成及び公開） 
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第16条 審議会等の長は、会議の公開と非公開とにかかわらず、会議終了後速

やかに会議録を作成しなければならない。 

２ 前項の規定により作成された会議録は、会議が公開で行われたものについ

ては、ホームページに掲載する方法によりこれを公開するものとする。 

第４章 雑則 

（委任） 

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に委員の公募を行っている審議会等の委員の応募

資格、選考方法その他の手続については、なお従前の例による。 

別記様式（第８条関係） 


